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「持続可能なサプライチェーン構築・効率化のための
鋼材物流ガイドライン」による発着連携への協力依頼

建設業、運送業等一定の業種については改正労働基準法に基づく時間外労働の罰則付き上限規制が2024年4月から適用され、これにより全荷主業者の「安全配慮義務」及び発着荷主双方の立場での「荷待ち時間等の短縮」等の物流効率化への取組が義務化されました。
重量・長大物である鋼材輸送については、大型特殊車両であるトレーラーを使用する必要があることから、ドライバーの不足・高齢化が深刻化しており、物流の停滞等が懸念されております。
これに伴い、一般社法人日本鉄鋼連盟は、「持続可能なサプライチェーン構築・効率化のための鋼材物流ガイドライン」を取りまとめ、物流パートナーである輸送業者の連携のみならず、建設業をはじめ他業種との連携について呼びかけを行っており、本会に対しても別添の要請がありました。
つきましては、貴会会員企業の皆様に対しこれらの取組の周知方よろしくお願いいたします。
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